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第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この企業年金基金（以下「基金」という。）は、確定給付企業年金法（平成１３年

法律第５０号。以下「法」という。）に基づき、基金の加入者及び加入者であった者（以

下「加入者等」という。）の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を

行い、もって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と

する。 

 

（名称） 

第２条 基金の名称は、倉庫業企業年金基金とする。 

 

（事務所） 

第３条 基金の事務所は、次の場所に置く。 

東京都中央区東日本橋一丁目２番６号 

 

（実施事業所の名称及び所在地） 

第４条 この規約に基づいて確定給付企業年金を実施する法第２条第２項に定める厚生年

金適用事業所（以下「実施事業所」という。）の名称及び所在地は、別表第１に掲げると

おりとする。 

 

（公告の方法） 

第５条 基金において公告しなければならない事項は、基金の事務所の掲示板に文書をも

って掲示する。 

２ 確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）第８条、

第９条、第５３条の２、第５８条、第５９条及び第６３条第２項の規定に基づく公告は、

前項の規定によるほか、官報への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公

衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）による公告としてこの基金のウ

ェブサイトへの掲載により行う。 
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第２章 代議員及び代議員会 

 

（代議員及び代議員会） 

第６条 基金に代議員会を置く。 

２ 代議員会は、代議員をもって組織する。 

 

（代議員の定数） 

第７条 基金の代議員の定数は、３６人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事

業主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者の

うちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。 

 

（代議員の任期） 

第８条 代議員の任期は３年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期

満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

 

（互選代議員の選挙区） 

第９条 加入者において互選する代議員（以下「互選代議員」という。）の選挙は、１の選

挙区で行う。 

 

（互選代議員の選挙期日） 

第１０条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前３０日以

内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後１５日

以内に行うことができる。 

２ 互選代議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行う。 

 

（互選代議員の選挙の方法） 

第１１条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選

挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。 

２ 前項の投票は、加入者１人について１票とする。 

３ 第１項の選挙の期日は、１５日前までに公告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（当選人） 

第１２条 選挙の結果、得票数の多い者から順次に数えて当該選挙により選挙すべき互選

代議員の数に相当する数の者を当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票

の総数を除して得た数の６分の１以上の得票がなければならない。 

２ 前条第１項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、前項の規定にかか
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わらず、前条第１項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。 

３ 理事長は、当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公

告しなければならない。 

４ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（互選代議員の選挙執行規程） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員

会の議決を経て別に定める。 

 

（選定代議員の選定） 

第１４条 事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了によ

る選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 

２ 前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業所により選定を行うこ

ととし、事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法を基本とし、当該

方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければなら

ない。 

３ 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなけ 

ればならない。 

４ 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の

名称を文書で理事長に通知しなければならない。 

５ 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければなら

ない。 

６ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 

 

（通常代議員会） 

第１５条 通常代議員会は、毎年１月及び７月に招集する。 

 

（臨時代議員会） 

第１６条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。 

２ 理事長は、代議員の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由

を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から

２０日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。 

 

（代議員会の招集手続） 

第１７条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会

の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべ

き事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければな

らない。 

２ 前項の規定による公告の方法は、第５条第１項の規定を準用する。 
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（定足数） 

第１８条 代議員会は、代議員の定数（第２０条の規定により議決権を行使することができ

ない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することがで

きない。 

２ 代議員会に出席することのできない代議員は､前条第 1 項の規定によりあらかじめ通知

のあった事項につき､賛否の意見を明らかにした書面をもって､議決権又は選挙権を行使

することができる｡ただし､代議員会の開会の日の前日までに基金に到着した書面に限る｡ 

 

（代議員会の議事） 

第１９条 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。 

２ 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員

の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 

３ 規約の変更（確定給付企業年金法施行規則（平成１４年厚生労働省令第２２号。以下「規

則」という。）第１５条各号に規定する事項の変更を除く。）の議事は、代議員の定数の３

分の２以上の多数で決する。 

４ 代議員会においては、第１７条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議

決をすることができる。ただし、出席した代議員の３分の２以上の同意があった場合は、

この限りでない。 

 

（代議員の除斥） 

第２０条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができ

ない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。 

 

（代理） 

第２１条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代

議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行う

ものとする。 

２ 前項の規定による代理人は、３人以上の代議員を代理することができない。 

３ 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。 

 

（代議員会の議決事項） 

第２２条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。 

（１）規約の変更 

（２）役員の解任 

（３）毎事業年度の予算 

（４）毎事業年度の事業報告及び決算 

（５）借入金の借入れ 

（６）その他の重要事項 
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（会議録） 

第２３条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

（１）開会の日時及び場所 

（２）代議員の定数 

（３）出席した代議員の氏名､第１８条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権

を行使した代議員の氏名及び第２１条の規定により代理された代議員の氏名 

（４）議事の経過の要領 

（５）議決した事項及び可否の数 

（６）その他必要な事項 

２ 会議録には、議長及び代議員会において定めた２人以上の代議員が署名しなければな

らない。 

３ 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。 

４ 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、

基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 

 

（代議員会の会議規程） 

第２４条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会

の議決を経て別に定める。 
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第３章 役員及び職員 

 

（役員） 

第２５条 基金に、役員として理事及び監事を置く。 

 

（役員の定数及び選任） 

第２６条 理事の定数は、１４人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代

議員において、それぞれ互選する。 

２ 理事のうち１人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 

３ 理事のうち１人を常務理事とし、理事会の同意を得て、理事長が指名する。 

４ 理事のうち１人を給付に充てるべき積立金（以下「積立金」という。）の管理及び運用

に関する基金の業務を執行する理事（以下「運用執行理事」という。）とし、理事会の同

意を得て、理事長が指名する。 

５ 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ１人を選

挙する。 

 

（役員の任期） 

第２７条 役員の任期は３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたと

きは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

３ 役員は、その任期が終了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を

行う。 

 

（役員の解任） 

第２８条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において３分の２以

上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明

の機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

（３）理事にあっては、第３７条の規定に違反したとき。 

 

（役員の選挙執行規程） 

第２９条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項

は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事会） 

第３０条 基金に理事会を置き、理事をもって構成する。 
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（理事会の招集） 

第３１条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。 

２ 理事長は、理事の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を

記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日

から２０日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前

日から起算して５日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日

時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。 

 

（理事会の付議事項） 

第３２条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

（１）代議員会の招集及び代議員会に提出する議案 

（２）令第１２条第４項の規定による理事長の専決処分 

（３）事業運営の具体的方針 

（４）常務理事及び運用執行理事の選任及び解任 

（５）積立金の管理及び運用に関する方針 

 

（理事会の議事） 

第３３条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することが

できない。 

２ 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

３ 理事会に出席することができない理事は、第３１条第３項の規定によりあらかじめ通

知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使すること

ができる。 

 

（理事会の会議録） 

第３４条 理事会の会議録については、第２３条第１項から第３項までの規定を準用する。 

 

（役員の職務） 

第３５条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定す

る事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたと

きは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代

理し、又はその職務を行う。 

２ 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。 

３ 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行す

る。 

４ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見

を提出することができる。 

５ 監事は、基金の業務を監査するほか、法第２３条の規定により理事長が代表権を有しな
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い事項について、監事２名が基金を代表する。 

６ 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 

 

（理事の義務及び損害賠償責任） 

第３６条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生（支）局長の処分、

規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければなら

ない。 

２ 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、

基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 

 

（理事の禁止行為） 

第３７条 理事は、自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及

び運用の適正を害する行為をしてはならない。 

 

（職員） 

第３８条 基金の職員は、理事長が任免する。 

２ 前項に規定するもののほか、職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 
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第４章 加入者 

 

（加入者） 

第３９条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者（法第２条第

３項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。）のうち、６５歳未満の者と

し、別表第１の２左欄に掲げる実施事業所については、そのうち、当該実施事業所ごとに、

同表右欄に規定する者とする。ただし、加入者となった日から第４１条第５号に定める日

まで加入者であったとしても、第４２条に規定する加入者期間が３年に満たない者は、加

入者としない。 

 
（資格取得の時期） 

第４０条 加入者は、実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日にお

いて厚生年金保険の被保険者でない場合にあっては、厚生年金保険の被保険者となった

日）に、加入者の資格を取得する。 

 

（資格喪失の時期） 

第４１条 加入者は、次の各号のいずれかの日の翌日（第４号及び第５号にあっては、これ

らの号に規定する日）に、加入者の資格を喪失する。 

（１）死亡した日 

（２）実施事業所に使用されなくなった日 

（３）その使用される法第２条第２項に規定する厚生年金適用事業所が実施事業所でな

くなった日 

（４）厚生年金保険の被保険者でなくなった日 

（５）６５歳に達した日 

 

（加入者期間） 

第４２条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加

入者の資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 

２ 加入者の資格を喪失した後に、再び加入者の資格を取得した者（以下「再加入者」とい

う。）については、前後の加入者期間を合算しない。 
３ 前項の規定にかかわらず、再加入者のうち、加入者の資格を喪失した後引き続き加入者

となった者、又は第６４条第１項若しくは第２項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰

下げの申出をしている者若しくは第５９条第１項第２号の規定に基づき老齢給付金の支

給の繰下げの申出をしている者については、次に掲げる者を除き、基金における前後の加

入者期間を合算する。 

（１）再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者（給付を受ける権利（以下「受給

権」という。）を有する者をいう。以下同じ。）となった者であって当該脱退一時金の

全部を支給されたもの 

（２）再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給
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付金の全部を支給されたもの 

（３）再加入者となる前に第９０条第２項、第９１条第２項、第９２条第２項又は第９３

条第２項の規定により脱退一時金相当額が移換された者 
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第５章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与 

 

（基準給与） 

第４３条 給付の額の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）は、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号。以下「厚年法」という。）第２０条に規定する標準報

酬月額とする。 
２ 基準給与の額は、毎年９月１日現在における標準報酬月額とし、その年の１０月１日か

ら翌年９月末日まで適用する。 
３ 前項の規定にかかわらず、加入者の資格を取得した日以後最初に到来する９月末日ま

で適用する基準給与の額は、当該資格を取得した日現在における標準報酬月額とする。 

 

 

（仮想個人勘定残高） 

第４４条 仮想個人勘定残高は、次の各項の規定に基づき付与される持分付与額及び利息

相当額を累計した額を合算した額とする。 

２ 持分付与額は、基準給与の額に１．０％を乗じて得た額とし、加入者の資格を取得した

日の属する月以降、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの間に到来する毎

月末日（以下「持分付与日」という。）に付与する。 

３ 利息相当額は、次の各号に定める期間に応じ、当該各号に定める日（以下「利息付与日」

という。）に付与する。 

（１）加入者である期間 

次のイ及びロに掲げる日 

イ 加入者の資格を取得した日の属する月以降、加入者の資格を喪失した日の属

する月の前月までの間に到来する毎年３月末日 

ロ 加入者の資格を喪失した日 

（２）第５９条第１項第２号の規定により老齢給付金の支給を繰り下げている期間及び

第６４条第２項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている期間 

次のイ及びロに掲げる日 

イ 加入者の資格を喪失した日の属する月から当該支給の繰下げの終了日の属す

る月の前月までの間に到来する毎年３月末日 

ロ 支給の繰下げが終了した日（死亡により支給の繰下げが終了する場合にあっ

ては死亡日） 

４ 利息相当額は、利息付与日時点における次の各号に掲げる算式により算出される額の

合計額（当該額に１円未満の端数があるときは、これを四捨五入し円単位とする。）とす

る。 

（１）直前の利息付与日における仮想個人勘定残高に係る利息相当額 

Ａ１×Ｂ×Ｃ１÷１２ 

Ａ１：直前の利息付与日における仮想個人勘定残高 

Ｂ：再評価率 
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Ｃ１：直前の利息付与日の属する月の翌月（直前の利息付与日が前項第１号ロに該

当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月）から利息付与日の属

する月（利息付与日が前項第１号ロに該当する場合又は前項第２号ロに該

当する場合にあっては、利息付与日の属する月の前月）までの月数 

（２）各月の持分付与額に係る利息相当額 

Ａ２×Ｂ×Ｃ２÷１２ 

Ａ２：直前の利息付与日の属する月の翌月から利息付与日の属する月までの各月

に付与された持分付与額 

Ｂ：再評価率 

Ｃ２：Ａ２の持分付与額が付与された持分付与日の属する月から利息付与日の属

する月（利息付与日が前項第１号ロに該当する場合にあっては、利息付与日

の属する月の前月）までの月数 

５ 前項の再評価率は、２．０％とする。 

 

（標準給与） 

第４５条 掛金の額の算定の基礎となる給与（以下「標準給与」という。）の額は、第４３

条に規定する基準給与の額と同額とする。 
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第６章 給 付 

 

第１節 通 則 

 

（給付の種類） 

第４６条 基金による給付は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）老齢給付金 

（２）脱退一時金 

（３）遺族給付金 

 

（裁 定） 

第４７条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。 

２ 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。 

３ 第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を

記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市

にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他の生

年月日を証する書類（以下この条において「基本添付書類」という。）を添付して、基金

に提出することによって行う。 

４ 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第６７条各号に掲げる者（以下「給付

対象者」という。）の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の各

号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。 

（１）第６８条第１項第１号及び第２号に掲げる者 

 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長

の証明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者

の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証

する書類）その他当該事実を証する書類 

（２）第６８条第１項第３号に掲げる者 

 前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収

入によって生計を維持していたことを証する書類 

 

（標準年金額） 

第４８条 標準年金額は、給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」という。）

の支給が開始されるときの仮想個人勘定残高を、第５０条に規定する年金給付の種類に

応じ、次の各号に規定する率で除して得た額とする。 

（１）５年確定年金 

 ４．７５２６（予定利率２．０％による５年確定年金現価率） 

（２）１０年確定年金 

 ９．０５７２（予定利率２．０％による１０年確定年金現価率） 

（３）１５年確定年金 
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 １２．９５５９（予定利率２．０％による１５年確定年金現価率） 

（４）２０年確定年金 

 １６．４８７２（予定利率２．０％による２０年確定年金現価率） 

 

（端数処理） 

第４９条 年金給付及び給付のうち一時金として支給されるもの（以下「一時金給付」とい

う。）の額に１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。ただし、第

５１条に規定する各支払日における年金給付の額に１円未満の端数があるときは、これ

を１円に切り上げる。 

 

（支給期間） 

第５０条 基金の年金給付の種類は、第５８条第１項に規定する５年確定年金、１０年確定

年金、１５年確定年金及び２０年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の

翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

 

（支払日及び支払方法） 

第５１条 年金給付の支払日は、次の表に掲げる区分に従い、同表に定める支払期月の各

１日（当該日が金融機関の休業日である場合には翌営業日とする。）とし、それぞれの

支払日にその前月分までをまとめて支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった

年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、

支払うものとする。 

金 額 ９万円以上 
６万円以上 

９万円未満 

３万円以上 

６万円未満 
３万円未満 

支払期月 

２月、４月、６月、 

８月、１０月、１２

月 

２月、６月、１０

月 
６月、１２月 ６月 

２ 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後２月以内に支払う。 

３ 前２項の給付の支払は、基金が加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ指

定した金融機関の口座に、給付の額を振り込むことによって行う。 

 

（給付の制限） 

第５２条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金を支給しな

い。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯

罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 

２ 加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為又は重大な過失により、死亡又

は死亡の原因となった事故を生じさせたときは、給付の全部又は一部を行わない。 

３ 受給権者が、正当な理由がなくて法第９８条の規定による書類その他の物件の提出の

求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。 

４ 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由に



 - 15 - 

より実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。 

（１）窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、

その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこ

と。 

（２）秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 

（３）正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事

業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 

５ 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当

していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。 

 

（未支給の給付） 

第５３条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだそ

の者に支給しなかったもの（以下この条において「未支給給付」という。）があるときは、

その者に係る第６８条第１項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請

求することができる。 

２ 未支給給付を受けるべき者の順位は、第６８条第１項各号の順位とし、同項第２号に掲

げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。 

３ 第１項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかった

ときは、その者に係る第６８条第１項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求す

ることができる。 

４ 第１項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住

所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号に掲

げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによって行

う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第４７

条第３項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。 

（１）第６８条第１項第１号及び第２号に掲げる者 

 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の

証明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死

亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する

書類）その他当該事実を証する書類 

（２）第６８条第１項第３号に掲げる者 

 前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入

によって生計を維持していたことを証する書類 

５ 未支給給付を受けるべき同順位の者が２人以上あるときは、その１人のした未支給給

付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その１人に対してし

た未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。 

 

（時効） 

第５４条 受給権の消滅時効については、民法（明治２９年法律第８９号）の規定を適用す
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る。 

 

（受給権の譲渡等の禁止等） 

第５５条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、

国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押さえる場合は、この限りでない。 

 

（給付に関する通知等） 

第５６条 基金は、第４７条第１項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分を

したときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 
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第２節 老齢給付金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第５７条 加入者期間が２０年以上である加入者又は加入者であった者が、６５歳（６０歳

に達したときに加入者でない者にあっては、６０歳）に達したときは、その者に老齢給付

金を年金として支給する。 

２ 前項の場合のほか、加入者期間が２０年以上である加入者が、６０歳に達した日以後に

実施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。た

だし、加入者の資格を喪失した後引き続き加入者となった者については、この限りでない。 

 

（老齢給付金の支給期間及び年金額） 

第５８条 老齢給付金の支給期間は、次の各号に掲げる期間のうち、老齢給付金の裁定請求

のときに受給権者が選択した期間とする。 

（１）５年 

（２）１０年 

（３）１５年 

（４）２０年 

２ 老齢給付金の額は、標準年金額とする。 
 

（支給の繰下げ） 
第５９条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、次の

各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に規定する日まで当該老齢給付金の支給を繰り

下げることを申し出ることができる。 
（１）第４１条第５号の規定に該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、

引き続き実施事業所に使用されているもの 

実施事業所に使用されなくなる日 
（２）前号に規定する者以外の者 

６５歳に達する日 

２ 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第５０条の規

定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。 

３ 第１項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、標準年金額

とする。 

 

（一時金として支給する老齢給付金） 

第６０条 老齢給付金の受給権者は、当該受給権の裁定を請求するとき、又は老齢給付金の

支給を開始してから５年を経過した日以後、老齢給付金を一時金として支給することを

請求することができる。ただし、次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、老齢

給付金の支給を開始してから５年を経過する日までの間においても、当該請求をするこ

とができる。 
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（１）受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災

その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害

を受けたこと。 

（２）受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 

（３）受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 

（４）その他前３号に準ずる事情 

２ 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、老齢給付金の支給を開始して

から５年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっ

ては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出

しなければならない。 

３ 第１項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、

次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。 

（１）老齢給付金の支給開始前に一時金として支給することを請求したとき。 

一時金の支給を請求したときの仮想個人勘定残高 

（２）老齢給付金の支給開始後に一時金として支給することを請求したとき。 

老齢給付金の受給権者が支給を受けている老齢給付金の額に老齢給付金の残余保

証期間（老齢給付金の支給期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した

期間をいう。以下同じ。）に応じて別表第２に定める率を乗じて得た額 

 

（失権） 

第６１条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消

滅する。 

（１）老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 

（２）第５８条第１項の規定に基づき受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了

したとき。 

（３）老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 
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第３節 脱退一時金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第６２条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一

時金を一時金として支給する。 

（１）加入者期間が３年以上２０年未満で、加入者の資格を喪失したとき（死亡による資

格喪失を除く。次号において同じ。）。 

（２）６５歳未満、かつ、加入者期間が２０年以上で、第５７条第２項に該当することな

く加入者の資格を喪失したとき。 

 

（一時金額） 

第６３条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失したときの仮想個人勘定残高とする。 

 

（支給の繰下げ） 

第６４条 第６２条第１号に係る脱退一時金の受給権者のうち、第４１条第５号の規定に

該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、引き続き実施事業所に使用さ

れているものは、実施事業所に使用されなくなる日まで当該脱退一時金の支給を繰り下

げることを申し出ることができる。 

２ 第６２条第２号に係る脱退一時金の受給権者（第４１条第３号に該当して加入者の資

格を喪失した者を除く。）は、６５歳（６０歳に達する前に加入者の資格を喪失した者に

あっては、６０歳）に達するまで当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ること

ができる。 

３ 第１項又は前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、脱退一時金の

支給を申し出ることができる。 

４ 前項の規定により脱退一時金の支給を申し出た場合の脱退一時金の額は、脱退一時金

の支給を申し出たときの仮想個人勘定残高とする。 

 

（支給の効果） 

第６５条 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であっ

た期間は、加入者期間に算入しない。 

 

（失権） 

第６６条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消

滅する。 

（１）脱退一時金の受給権者が死亡したとき。 

（２）脱退一時金の受給権者（第６２条第２号に該当したことにより脱退一時金の受給権

者となった者に限る。）が老齢給付金の受給権者となったとき。 

（３）再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入

者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。 
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第４節 遺族給付金 

 

（支給要件及び支給の方法） 

第６７条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金と

して支給する。 

（１）加入者期間が３年以上の加入者 

（２）第６４条第１項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

（３）第６４条第２項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

（４）第５９条第１項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 

（５）老齢給付金の支給を受けている者 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第６８条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合におい

て、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第２号に掲げ

る者のうちにあっては同号に掲げる順位による。 

（１）配偶者（婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。） 

（２）子（給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。）、

父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 

（３）前２号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計

を維持していたその他の親族 

２ 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人のした

遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その１人に

対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。 

 

（一時金額） 

第６９条 遺族給付金の額は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。 

（１）第６７条第１号、第２号、第３号又は第４号に掲げる者が死亡したとき。 

給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高 

（２）第６７条第５号に掲げる者が死亡したとき。 

給付対象者が支給を受けていた老齢給付金の額に、老齢給付金の残余保証期間に

応じて別表第２に定める率を乗じて得た額 
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第７章 掛 金 

 

（掛金） 

第７０条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、掛金を拠出する。 

 

（標準掛金） 

第７１条 掛金のうち、標準掛金の額は、毎月末日現在における各加入者の標準給与の額を

合算した額に１．０％を乗じて得た額とする。 

 

（確定給付企業年金の掛金相当額） 

第７１条の２ 加入者に係る確定拠出年金法施行令（平成１３年政令第２４８号）第１１条

第２号に規定する他制度掛金相当額は、月額３，０００円とする。  

 

（特別掛金） 

第７２条 掛金のうち、特別掛金の額は、零とする。 

 

（事務費掛金） 

第７３条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、毎月末日現

在における各加入者の標準給与の額を合算した額に０．２３％を乗じて得た額とする。 

 

（掛金の負担割合） 

第７４条 事業主は、掛金の全額を負担する。 

 
（掛金の納付） 

第７５条 事業主は、毎月の掛金をその月の翌月の末日（以下「納付期限」という。）まで

に基金に納付するものとする。 

２ 納付する掛金の額に、１円未満の端数が生じた場合はこれを１円に切り上げる。 
３ 第１項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定し

て、これを督促しなければならない。 
４ 前項の規定により督促を受けた事業主が、督促状に指定された期限までに掛金を納付

しなかった場合、当該事業主は、当該事業主が納付すべき掛金の額につき、民法第４０４

条及び第４１９条の規定により算定した損害賠償の額（以下この条において「遅延損害金」

という。）を、掛金と併せて納付する。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得な

い事情があると認められる場合、又は遅延損害金が１００円未満となる場合は、この限り

でない。 
５ 前項の場合において、督促状に指定された期限までに掛金の一部が納付されたときは、

当該納付の日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となる掛金は、当該納付された

掛金の額を控除した額とする。 
６ 前２項の規定により計算した遅延損害金に、１００円未満の端数が生じた場合はこれ
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を切り捨てる。 
 

（財政再計算） 

第７６条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも５年

ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。 

２ 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第５

０条に定める場合は、掛金の額を再計算する。 

 

（積立金の額の評価） 

第７７条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。 

 



 - 23 - 

第８章 積立金の積立て 

 

（継続基準の財政検証） 

第７８条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、

責任準備金の額（法第６０条第２項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。）から

許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日

として掛金の額を再計算する。 

２ 前項の許容繰越不足金の額は、責任準備金の額に１００分の１５を乗じて得た額とす

る。 

３ 第１項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々

事業年度の初日までに適用する。 

 

（非継続基準の財政検証） 

第７９条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立

基準額を下回る場合には、規則第５８条の規定により必要な額を翌々事業年度から特例

掛金として拠出する。 

２ 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日（以下この条において「基準

日」という。）までの加入者期間に係る給付（以下「最低保全給付」という。）の額の合計

額の現価とする。 

３ 前項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとす

る。 

（１）基準日において、年金給付の支給を受けている者 

当該年金給付 

（２）基準日において、老齢給付金の受給権者であって第５９条第１項の規定に基づきそ

の老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 

その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求

するとした場合における年金として支給される老齢給付金（老齢給付金の支給期間

５年の額とする。以下この条において同じ。） 

（３）基準日において、第６２条第１号に係る脱退一時金の受給権者であって、第６４条

第１項の規定に基づきその脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 

その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される

脱退一時金 

（４）基準日において、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件

を満たす者（加入者及び第６２条第２号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者

を除く。） 

その者が６５歳（６０歳に達する前に加入者の資格を喪失した者にあっては、６０

歳）に達したときに年金として支給される老齢給付金 
（５）基準日において加入者である者であって、加入者期間が２０年以上であるもの 

標準的な退職年齢に達した日（基準日における年齢がこの年齢以上の場合にあっ
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ては基準日。以下「標準資格喪失日」という。）に加入者の資格を喪失したとする場

合に支給されることとなる老齢給付金に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ａ／Ｂ 
Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金（加入

者の資格を喪失した日から老齢給付金の支給要件を満たす日までの期間に応ず

る利子に相当する額を加算しないものとして計算した額） 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金 

（６）基準日において加入者である者であって、前号に規定する者以外のもの 
標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる脱

退一時金（標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に老齢給付金の受給資格

が得られる場合には、一時金として支給する老齢給付金。以下この号において同じ。）

に、次の按分率を乗じて得た額 
按分率＝Ａ／Ｂ 
Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金 

４ 前項第５号の標準的な退職年齢は、６５歳とする。 
５ 給付改善等（規則第５４条第２項に規定する給付改善等をいう。以下同じ。）を行う場

合にあっては、最低保全給付の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給

付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数

（その期間に１年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。）を５から

減じた数（当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。）を５で除して得た数を乗

じて得た額を、第３項第５号及び第６号の規定に基づき計算した額から控除する。 
 
（臨時拠出による特例掛金） 

第８０条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、

事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な

掛金の額を特例掛金として拠出する。 
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第９章 積立金の運用 

 

（基金資産運用契約） 

第８１条 基金は、法第６６条第１項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する

費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を

保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者

とそれぞれ締結するものとする。 

２ 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第６６条第２項

の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとす

る。 

３ 第１項の年金信託契約の内容は、令第４０条第１項及び規則第７１条に規定するもの

のほか、次の各号に該当するものでなければならない。 

（１）基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺

族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

（２）信託金と支払金は相殺しないものであること。 

４ 第１項の生命保険契約の内容は、令第４１条並びに規則第７２条及び第７３条に規定

するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。 

（１）基金に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺

族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。 

（２）保険料と保険金は相殺しないものであること。 

５ 第１項の投資一任契約の内容は、令第４１条に規定するものでなければならない。 

６ 第２項の年金特定信託契約の内容は、令第４０条第２項に規定するもののほか、第３項

の規定を準用する。 

 

（運用管理規程） 

第８２条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。 

（１）基金資産運用契約の相手方（以下「運用受託機関」という。）の名称 

（２）信託金又は保険料の払込割合 

（３）支払金又は保険金の負担割合 

（４）掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関 

（５）資産額の変更の手続き 

（６）第４項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの 

２ 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第１号及び第６号

に規定する事項を変更する場合においても同様とする。 

３ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。 

４ 第１項第２号から第５号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率

的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、

前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。 

５ 理事長は、前２項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、
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その承認を得なければならない。 

 

（積立金の運用） 

第８３条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 

 

（運用の基本方針及び運用指針） 

第８４条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用し

なければならない。 

２ 基本方針は、法令に反するものであってはならない。 

３ 基金は、第１項に規定する運用の基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関

に交付しなければならない。ただし、生命保険契約であって、当該契約の全部において保

険業法（平成７年法律第１０５号）第１１６条第１項に規定する責任準備金の計算の基礎

となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。 

 

（分散投資義務） 

第８５条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めな

ければならない。 

 

（政策的資産構成割合） 

第８６条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなけ

ればならない。 

２ 基金は、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよ

う努めなければならない。 

 

（資産状況の確認） 

第８７条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成

割合を確認しなければならない。 

 

（基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止） 

第８８条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならな

い。 
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第１０章 年金通算 

 

（中途脱退者の選択） 

第８９条 基金は、基金の中途脱退者（基金の加入者の資格を喪失した者であって、第６２ 

条に該当するものをいう。以下同じ。）に対して、次のいずれかを選択させ、その選択に

従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一

時金相当額の移換をする。 

（１）速やかに、脱退一時金を受給すること。 

（２）第９３条第１項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会（法

第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）へ

移換することを申し出ること。 

（３）基金の加入者の資格を喪失した日から起算して１年を経過したときに脱退一時金

を受給すること。 

（４）第９３条第１項の規定に基づき、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して１

年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。 

（５）第６４条第１項の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。 

２ 前項第３号、第４号又は第５号を選択した基金の中途脱退者が、基金の加入者の資格を

喪失した日から起算して１年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は

次条第１項、第９１条第１項、第９２条第１項若しくは第９３条第１項の規定により脱退

一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、

基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。 

 

（他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換） 

第９０条 基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金（以下この条において「移換先確定

給付企業年金」という。）の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業

年金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができ

る旨が定められているときは、基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等（資

産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。）への脱退一時金相当額の移換を申

し出ることができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に

当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに

申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する

月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に

係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 
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（存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換） 

第９１条 基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金（公的年金制度の健全性及び信頼性の確

保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第６３号。以下「平

成２５年改正法」という。）附則第３条第１１号に規定する存続厚生年金基金をいう。以

下同じ。）の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約におい

て、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められて

いるときは、基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ること

ができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時

金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して

３月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災そ

の他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由が

やんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、中途脱退者に係る脱

退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） 

第９２条 基金の中途脱退者は、企業型年金（確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）

第２条第２項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。）の企業型年金加入者（同法第２

条第８項に規定する企業型年金加入者をいう。）又は個人型年金（同法第２条第３項に規

定する個人型年金をいう。）の個人型年金加入者（同法第２条第１０項に規定する個人型

年金加入者をいう。以下同じ。）の資格を取得したときは、基金に当該企業型年金の資産

管理機関（同法第２条第７項第１号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。）又は

同法第２条第５項に規定する連合会（以下この条において「国民年金基金連合会」という。）

への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金

連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後２月以内に移換

する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに

申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する

月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に

係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（連合会への脱退一時金相当額の移換） 

第９３条 基金の中途脱退者は、基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出るこ
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とができる。 

２ 基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当

該申出があった日以後２月以内に移換する。 

３ 第１項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して

１年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに

申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する

月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。 

４ 基金は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に

係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（中途脱退者への基金の説明義務） 

第９４条 基金は、基金の中途脱退者に対して、第９０条第１項、第９１条第１項、第９２

条第１項又は前条第１項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退

一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該基金の中途脱退者に説明しなけ

ればならない。 

 



 - 30 - 

第１１章 解散及び清算 

 

（解散） 

第９５条 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに解散する。 

（１）法第８５条第１項の認可があったとき。 

（２）法第１０２条第６項の規定による基金の解散の命令があったとき。 

 

（解散時の掛金の一括拠出） 

第９６条 基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散

する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、

当該下回る額を掛金として一括拠出する。 

２ 前項に規定する掛金は、当該下回る額を、解散日現在における実施事業所の加入者の標

準給与の総額に応じて按分した額を、解散日現在における実施事業所の事業主が負担す

る。 

 

（支給義務の消滅） 

第９７条 基金は、基金が解散したときは、基金の加入者であった者に係る給付の支給に関

する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給してい

ないものの支給、又は第９０条第２項、第９１条第２項、第９２条第２項若しくは第９３

条第２項の規定により解散した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移

換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 

 

（清算人） 

第９８条 基金が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、代議員会において他

人を選任したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 

（１）前項の規定により清算人となる者がないとき。 

（２）基金が第９５条第２号の規定により解散したとき。 

（３）清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 

３ 清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 

 

（残余財産の分配） 

第９９条 基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、解散した日において

基金が給付の支給に関する義務を負っていた者（以下「終了制度加入者等」という。）に

分配しなければならない。 

２ 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する

額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）残余財産の額が、基金が解散した日（以下この条において「終了日」という。）を

事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額（以下この条において「終了日の
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最低積立基準額」という。）を上回る場合 

次に掲げる額を合算した額 

イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

ロ 残余財産の額から終了日の最低積立基準額を控除した額に、次の（イ）に掲げ

る額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

（イ）各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

（ロ）終了日の最低積立基準額 

（２）残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合 

残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 

イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 

ロ 終了日の最低積立基準額 

３ 第１項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全

額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 

 

（連合会への残余財産の移換） 

第１００条 終了制度加入者等（基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関

する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。）は、清算人に、残

余財産（前条第１項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下

この条及び次条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があったときは、基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。 

３ 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第１項の規定の適用

については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。 

 

（国民年金基金連合会への残余財産の移換） 

第１００条の２ 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人

に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があったときは、基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を

移換する。 

３ 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第９９条第

１項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたもの

とみなす。 
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第１２章 福祉事業 

 

（福祉事業） 

第１０１条 基金は、加入者等の福祉を増進するため、福利及び厚生に関する事業を行うこ

とができる。 
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第１３章 雑 則 

 

（業務の委託） 

第１０２条 基金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に次に掲げる業務を委託する。 

（１）給付の支給に関する業務 

（２）掛金の額の計算に関する業務 

（３）年金数理に関する業務 

（４）加入者等の記録の管理に関する業務 

２ 基金は、前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社に委託することができる。 

（１）年金資産及び年金債務の将来予測（運用の基本方針の策定のために必要な年金資産

分析（リスク・リターン分析等）及び関連業務（最適資産構成に関する相談・助言等）

を含む。） 

（２）年金財政に関するコンサルティング業務 

（３）年金資産の運用に関するコンサルティング業務 

３ 基金は、前２項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる

加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。 
 

（事業年度） 

第１０３条 基金の事業年度は４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

 

（業務概況の周知） 

第１０４条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度１回以上、当該時点における

次の各号に掲げる事項（第２号から第６号までに掲げる事項にあっては、当該時点におけ

る直近の概況。以下この条において「周知事項」という。）を加入者に周知させなければ

ならない。 

（１）給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 

（２）加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 

（３）給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 

（４）事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 

（５）積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立て

の概況 

（６）積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 

（７）基本方針の概要 

（８）その他基金の事業に係る重要事項 

２ 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法によるも

のとする。 

（１）常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法  

（２）書面を加入者に交付する方法 
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（３）磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所

に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 

（４）その他周知が確実に行われる方法 

３ 基金は、周知事項について、加入者以外の者であって基金が給付の支給に関する義務を

負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。 

 

（届出） 

第１０５条 受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定によ

る死亡の届出義務者は、受給権者の死亡を証する書類を添付して３０日以内にその旨を

基金に届け出なければならない。 

２ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。

ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０

条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する

機構保存本人確認情報をいう。）の提供を受けた場合であって、基金により生存の事実が

確認された者は、この限りでない。 

 

（報告書の提出） 

第１０６条 基金は、毎事業年度終了後４月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を

作成し、地方厚生（支）局長に提出するものとする。 

２ 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。 

（１）加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項 

（２）給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項 

（３）積立金の運用に関する事項 

３ 第１項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）貸借対照表 

（２）損益計算書 

（３）積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並び

に積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 

４ 基金は、第１項の書類を、常時、基金の事務所に備え付けて置くものとする。 

５ 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができ

る。この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 

 

（年金数理関係書類の年金数理人による確認） 

第１０７条 基金が厚生労働大臣（規則第１２１条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が

地方厚生（支）局長に委任されている場合にあっては、地方厚生（支）局長）あてに提出

する規則第１１６条第１項各号に規定する年金数理に関する業務に係る書類については、

当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名

したものでなければならない。 
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（実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出） 

第１０８条 基金の実施事業所が減少する場合（基金の実施事業所の事業主が、分割若しく

は事業の譲渡により基金の他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部若し

くは一部を承継させる場合、及び加入者の一部をこの基金の実施事業所以外に転籍させ

るなど不当に加入者を減少させることにより、当該実施事業所と他の実施事業所の掛金

負担の公平性を保つために代議員会で認めた場合を含む。以下この条において同じ。）に

おいて、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当

該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の第１号に

掲げる額に第２号に掲げる額を加算した額と第３号に掲げる額のうちいずれか大きい額

（実施事業所が実施事業所でなくなる場合には、更に第４号に掲げる額を合算した額）を、

掛金として一括して拠出しなければならない。 

（１）特別掛金額の予想額の現価 

（２）繰越不足金 

（３）最低積立基準額に対する積立不足額 
（４）事務費特別掛金 

２ 前項各号に掲げる額は、次の各号により計算される額とする。 

（１）前項第１号に掲げる額 

基金の実施事業所が減少する場合に該当した日（以下「減少日」という。）直前の

財政決算日（減少日が直前の財政決算日から４月を経過していない場合は前々事業

年度の財政決算日とし、財政決算日以降に財政計算を行っている場合は当該財政計

算の計算基準日とする。以下この項において同じ。）における当該減少に係る加入者

の標準給与の額の１２倍に、減少日直前の財政決算日の特別掛金収入現価算出に用

いる特別掛金率と、減少日における残余償却年数に応じて別表第３に定める率を乗

じて得た額 

（２）前項第２号に掲げる額 

減少日直前の財政決算日の繰越不足金（規則第１１２条第２項の規定により繰り

越した不足金をいう。）の額に、減少日直前の財政決算日から減少日の属する月の前

月の末日までの月数に対応する予定利率による利息に相当する額を合算した額に、

減少日直前の財政決算日における基金の標準給与の総額に対する当該減少に係る加

入者の標準給与の割合を乗じて得た額 

（３）前項第３号に掲げる額 

減少日直前の財政決算日における最低積立基準額から純資産額を控除した額に、

減少日直前の財政決算日から減少日の属する月の前月の末日までの月数に対応する

最低積立基準額の算出に用いる利率による利息に相当する額を合算した額に、減少

日直前の財政決算日現在における基金の標準給与の総額に対する当該減少に係る加

入者の標準給与の割合を乗じて得た額 

（４）前項第４号に掲げる額 

次のイ、ロ及びハを合算した額 

イ 減少日直前の財政決算日における当該減少となる実施事業所の加入者の数に、
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２１，０００円を乗じて得た額 

ロ 減少日直前の財政決算日における当該減少となる実施事業所の待期者（直前

に加入者の資格を喪失したときに加入していた実施事業所が当該減少事業所で

ある待期者とする。）の数に、１３１，０００円を乗じて得た額 

ハ 減少日直前の財政決算日における当該減少となる実施事業所の受給者（老齢

給付金の受給権を取得したときの直前に加入していた実施事業所が当該減少事

業所である受給者とする。）の数に、４４，４００円を乗じて得た額 

３ 第１項の掛金は、当該減少に係る実施事業所の事業主が全額を負担する。 

 

（実施事業所の減少の特例） 

第１０９条 基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受けて、

実施事業所を減少させることができる。 

（１）減少させようとする実施事業所（以下「特例減少事業所」という。）の事業主が１

年分に相当する額（当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を

納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当

する額を除く。）を超えて掛金の納付を怠ったこと。 

（２）基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第６条に規定

する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。 

２ 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業

所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。 

３ 第１項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増

加することとなる場合にあっては、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により算

定した額を、掛金として一括して拠出する。 

４ 第１項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の４分の３以上の多

数による議決を経て行う。 

 

（分割時又は権利義務移転時の資産分割） 

第１１０条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転（以下この条において「権

利義務移転等」という。）のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のう

ち、権利義務移転等に係る者の積立金の額を移換するものとする。 

（１）法第７７条に規定する基金の分割 

（２）法第７９条第１項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転（同項に規定

する政令で定める場合を除く。） 

（３）平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第２条の規定による改正前の法（以下「改正前法」という。）第１０７条第

１項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転（同項に規定する政令で定める

場合を除く。） 

２ 前項の権利義務移転等に係る者の積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利

義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの方法による額とする。 
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（１）規則第８７条の２第１項第１号による方法 

（２）規則第８７条の２第１項第２号による方法 

３ 前項第１号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第１

号に掲げる額を第２号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 

（１）権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計

算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、

権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日（以下この条において「基

準日」という。）における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額（規則第８

７条の２第１項第１号イからニまでのうち、権利義務移転等を行うときに基金が選

択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。） 

（２）基準日における、基金の移換額算定基礎額 

４ 第２項第２号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の

区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

（１）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算

定基礎額を上回る場合 

権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げ

る額で除して得た率を乗じて得た額 

イ 基準日における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における、基金の移換額算定基礎額 

（２）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算

定基礎額以下の場合 

次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロを合算した額 

イ 基準日における受給権者及び加入者期間が２０年以上である加入者であった

者（以下この号において「受給権者等」という。） 

基準日における権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただ

し、基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等の

日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額

に、次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額と

する。 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、基金の受給権者等の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における加入者（受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。） 

権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イ（ロ）に定める額

を控除した額に、次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗

じて得た額 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、基金の加入者の移換額算定基礎額 
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（法令等の適用） 

第１１１条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続

きその他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところに

よる。 
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附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成２９年５月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

（存続厚生年金基金からの移行） 
第２条 基金は、平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前法第１１２条第４項の規定に基づき、同項の規定により消滅した東

京倉庫業厚生年金基金（東基第０８８１号。以下「旧基金」という。）に係る権利義務を

承継する。 
２ 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者（施行日に旧基金の加入員の

資格を喪失する者及び年金受給待期脱退者を含む。以下「承継受給権者」という。）は、

支給に関する権利義務を承継された給付について、基金の受給権者となり、その給付（そ

の者の遺族に係る給付を含む。）の内容については、なお従前の例による。 
３ 当該権利義務の承継に係る旧基金が、平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた改正前法第１１２条第４項の規定により消滅した

ときは、基金は、平成２５年改正法附則第８条に規定する責任準備金に相当する額（以下

「最低責任準備金」という。）を政府に納付する。 
 
（資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置） 

第３条 第３９条及び第４０条の規定にかかわらず、施行日において旧基金の加入員であ

る者（施行日に当該加入員の資格を喪失する者を除く。以下「承継加入者」という。）は、

施行日に、加入者の資格を取得する。 
２ 承継加入者のうち、施行日に６５歳に達している者は、施行日に加入者の資格を喪失す

る。 
３ 承継加入者（前項及び次条第２項に掲げる者を除く。）については、施行日前の旧基金

における加入員期間を、施行日に、第４２条に規定する加入者期間に合算する。 
４ 承継受給権者が、基金の加入者の資格を取得した場合は、旧基金における加入員期間を

合算しない。 
 
（承継加入者のうち施行日以降も引き続き加入者である者に関する経過措置） 

第４条 承継加入者のうち、施行日以降も引き続き加入者である者（次項及び第３項に定め

る者を除く。）については、第６章に基づく給付を行い、旧基金の基本年金額に相当する

部分の給付から平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前法第１１０条の２第１項に定める厚生年金代行給付（以下「厚生年金

代行給付」という。）を除いた給付（以下「基本部分に相当する年金給付」という。）は行

わない。 
２ 第６章及び附則第２条第２項の規定にかかわらず、承継加入者のうち、施行日以降も引

き続き加入者である者であって、施行日において６０歳以上かつ旧基金の加入員期間が
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１５年以上の者については、次の各号に定める給付を行うものとする。 
（１）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約（施行日の前

日において効力を有するものをいう。以下同じ。）に基づき算定される基本部分に相

当する年金給付 

（２）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約に基づき算

定される加算年金額に相当する部分の給付 

（３）第６章に基づく給付 

３ 第６章及び附則第２条第２項の規定にかかわらず、承継加入者のうち、施行日以降も引

き続き加入者である者であって、施行日において６０歳以上かつ旧基金の加入員期間が

１５年未満の者については、次の各号に定める給付を行うものとする。 
（１）施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に旧基金の規約に基づき算

定される基本部分に相当する年金給付 

（２）第６章に基づく給付 

４ 第２項に掲げる者及び第３項に掲げる者（６５歳に達する日まで加入者であったとし

ても加入者期間が３年に満たないものに限る。）が加入者の資格を喪失したときは、第６

２条第１号及び第６７条第１号中「３年」とあるのを「１月」と読み替える。 

 

（承継加入者のうち施行日に加入者の資格を喪失する者に関する経過措置） 

第５条 承継加入者のうち、附則第３条第２項の規定により施行日に加入者の資格を喪失

する者に係る給付（その者の遺族に係る給付を含む。）の内容については、施行日に旧基

金の加入員の資格を喪失したとみなして、旧基金の規約の例による。 
 

（旧基金の受給待期脱退者に関する経過措置） 

第６条 附則第２条第１項の規定に基づき、旧基金の支給に関する権利義務を承継した場

合において、当該権利義務を承継したときにおける旧基金の受給待期脱退者が６０歳（施

行日において６０歳以上の者にあっては、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢（性別及

び生年月日に応じて附則別表第１に定める年齢をいう。以下同じ。））に達するまでに申し

出た場合にあっては、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分に相当する年金給付

に代えて、次の各号に掲げる額を合算した額（その者が平成１４年３月末日以前に旧基金

の受給権を得ていない場合にあっては、第１号に掲げる額とする。）を、６０歳に達した

とき（施行日において６０歳以上の者にあっては、当該申し出たとき）から年金として５

年間支給する。 

（１）基本上乗せ年金額（旧基金の基本年金額に相当する額から次のイ及びロに定める額

を合算した額（以下「代行年金相当額」という。）を控除した額をいう。以下同じ。）

に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢及びその者が申し出たときの年齢に応じ

て附則別表第２に定める率を乗じて得た額 

イ 平成１５年４月１日前の旧基金の加入員であった全期間の平均標準報酬月額

の１，０００分の７．１２５（附則別表第３の左欄に掲げる者については、同表

の右欄のように読み替える。）に相当する額に、平成１５年４月１日前の旧基金
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の加入員であった期間の月数を乗じて得た額 

ロ 平成１５年４月１日から旧基金が平成２５年改正法附則第５条第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第１条の規定による改正前の厚

年法附則第３２条第１項の認可を受けた日までの間（以下「総報酬制導入期間」

という。）における旧基金の加入員であった期間の平均標準給与額の１，０００

分の５．４８１（附則別表第４の左欄に掲げる者については、同表の右欄のよう

に読み替える。）に相当する額に、総報酬制導入期間における旧基金の加入員で

あった期間の月数を乗じて得た額 

（２）代行年金相当額に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢及びその者が申し出たと

きの年齢に応じて附則別表第５に定める率を乗じて得た額 

２ 前項の申出を行った者が、６０歳（施行日において６０歳以上の者にあっては、その者

の老齢厚生年金の支給開始年齢）に達する前に一時金の支給を申し出た場合又は死亡し

た場合は、同項に定める年金給付に代えて、同項の規定により計算される年金額に、その

者が申し出たとき又は死亡したときの年齢に応じて附則別表第６に定める率を乗じて得

た額を、一時金としてその者又はその者の遺族に支給する。 

３ 第１項の申出を行った者が、６０歳（施行日において６０歳以上の者にあっては、その

者の老齢厚生年金の支給開始年齢）に達したときに一時金の支給を申し出た場合又は当

該年金給付の受給中に死亡した場合は、同項に定める年金給付に代えて、同項の規定によ

り計算される年金額に、残余期間（５年からその者が年金の支給を受けた期間を控除した

期間をいう。以下同じ。）に応じて附則別表第７に定める率を乗じて得た額を、一時金と

してその者又はその者の遺族に支給する。 

 

（旧基金の受給者に関する経過措置） 

第７条 附則第２条第１項の規定に基づき、旧基金の支給に関する権利義務を承継した場

合において、当該権利義務を承継したときにおける旧基金の受給者（附則第４条第２項及

び第３項に該当する者並びに附則第５条に該当する者を含む。）が申し出た場合にあって

は、当該権利義務を承継した給付のうち基本部分に相当する年金給付に代えて、次の各号

に掲げる額を合算した額（その者が平成１４年３月末日以前に旧基金の受給権を得てい

ない場合にあっては、第１号に掲げる額とする。）を、年金として５年間支給する。 
（１）基本上乗せ年金額に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢及びその者が申し出た

ときの年齢に応じて附則別表第２に定める率）を乗じて得た額 
（２）代行年金相当額に、その者の老齢厚生年金の支給開始年齢及びその者が申し出たと

きの年齢に応じて附則別表第５に定める率を乗じて得た額 
２ 前項の申出を行った者が、同項に定める年金の支給を申し出たときに当該年金の支給

に代えて一時金の支給を申し出た場合又は当該年金給付の受給中に死亡した場合は、同

項に定める年金額に、残余期間に応じて附則別表第７に定める率を乗じて得た額を、一時

金としてその者又はその者の遺族に支給する。 
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（端数処理に関する経過措置） 

第８条 第４９条の端数処理は、附則第６条に規定する給付並びに前条に規定する給付に

ついて、これを行う。 

 

（仮想個人勘定残高に関する経過措置） 

第９条 第４４条第１項から第４項までの規定にかかわらず、附則第４条に定める者に係

る施行日の前日における仮想個人勘定残高は、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該

各号に規定する額とする。 

（１）附則第４条第１項又は第３項に掲げる者 
施行日に旧基金の加入員の資格を喪失したとした場合に、旧基金の規約に基づき

算定される選択一時金又は脱退一時金の額に相当する額（旧基金の加入員期間が３

年に満たない場合は、加入員期間に応じて附則別表第８に定める額） 
（２）附則第４条第２項に掲げる者 

０円 
２ 施行日から平成３０年３月末日までの期間における利息相当額の算定にあたっては、

第４４条第４項中「直前の利息付与日」とあるのは「平成２９年４月末日」と読み替える。 

 
（支払期日に関する特例） 

第１０条 附則第２条第２項の規定に基づき基金の受給権者とされた者（附則第６条第１

項又は附則第７条第１項に規定する申出を行った者を除く。）に支給する旧基金から承継

した給付であって、第１号に定める給付のうち第２号に定める給付以外の給付の支払期

日は、２月及び８月の各２０日（当該支払日が金融機関の休業日である場合は前営業日と

する。）とし、それぞれの支払日にその１０月前から５月前までの分を支払う。 
（１）旧基金の基本年金額のうち代行年金に相当する部分の給付 
（２）平成１４年３月以前に旧基金の受給権を取得した承継受給権者のうち、男子にあっ

ては昭和２８年４月２日以降に生まれた者又は女子にあっては昭和３３年４月２日

以降に生まれた者が、６０歳に達した日の属する月の翌月からその者が６５歳（厚年

法附則第８条の２の規定に該当する者にあっては、同条に定める年齢。）に達した日

（当該達した日までにその者が死亡したときは死亡した日）の属する月までの期間

に支給する代行年金に相当する給付 
 
（確定給付企業年金に移行する場合における不足金の徴収） 

第１１条 平成２５年改正法附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された改正前法第１１２条第４項の規定に基づき、確定給付企業年金に移行する際に、当

該移行する日における年金給付等積立金の額が、当該移行する日において旧基金が年金た

る給付（厚生年金代行給付に限る。）の支給に関する義務を負っている者に係る最低責任

準備金を下回るときは、基金は、当該下回る額を、基金の実施事業所の事業主から特別掛

金として一括して徴収する。 
２ 前項に規定する特別掛金の徴収は、当該特別掛金の額を、当該移行する日における実施
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事業所の加入者の報酬標準給与（旧基金の規約に定める報酬標準給与をいう。）の月額に

応じて按分した額を、当該実施事業所の事業主が負担することにより行う。 
３ 前２項に定めるところにより、基金が当該特別掛金の納入の告知をしたときは、事業主

は、納入告知書に定める納付期限までに当該特別掛金を納付しなければならない。 
 
（財政再計算に関する経過措置） 

第１２条 第７６条第１項に基づく初回の財政再計算は、平成３３年３月末日を基準日と

して行うものとする。 
 

（最低保全給付に関する経過措置） 

第１３条 附則第２条第１項の規定により基金が旧基金に係る給付の支給に関する権利義

務を承継した場合であって、第７９条の非継続基準の財政検証における最低保全給付の

額又は同条第１項の特例掛金を算定するときの、当該権利義務を承継された者に係る同

条第３項第５号及び第６号の最低保全給付の額は、これらの号に掲げる最低保全給付の

額から、当該権利義務の承継により増加することとなる最低保全給付の額に、施行日から

基準日（同条第２項に規定する基準日をいう。）までの年数（その期間に１年に満たない

端数があるときは、これを切り捨てる。）を５から減じた数（当該数が零未満となる場合

にあっては、零とする。）を５で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。 

 
（連合会に関する経過措置） 

第１４条 第８９条第１項第２号に規定する連合会は、平成２５年改正法附則第７０条に

規定する連合会の設立までの間、同法附則第３条第１３号に規定する存続連合会とする。 
 
（事業年度に関する経過措置） 

第１５条 第１０３条の規定にかかわらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まり、平成

３０年３月末日に終了する。 
 
（実施事業所の減少に係る一括拠出に関する経過措置） 

第１６条 施行日以後、基金の最初の事業年度に係る財政決算日から４月を経過するまで

における第１０８条第１項各号に掲げる額は、同条第２項の規定にかかわらず、次の各号

により計算される額とする。 

（１）第１０８条第１項第１号に掲げる額 

零 

（２）第１０８条第１項第２号に掲げる額 

零 
（３）第１０８条第１項第３号に掲げる額 

施行日において適用する掛金の額の計算の計算基準日（以下「発足時掛金計算基準

日」という。）における、最低積立基準額から純資産額（発足時掛金計算の算定の基

礎となった純資産額とする。）を控除した額に、発足時掛金計算基準日から減少日の
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属する月の前月の末日までの期間に対応する最低積立基準額の算出に用いる利率に

よる利息に相当する額を合算した額に、施行日現在における基金の標準給与の総額

に対する当該減少に係る加入者の標準給与の割合を乗じて得た額 

（４）第１０８条第１項第４号に掲げる額 

次のイ、ロ及びハを合算した額 

イ 発足時掛金計算基準日における当該減少となる実施事業所の加入者の数に、

２１，０００円を乗じて得た額 

ロ 発足時掛金計算基準日における当該減少となる実施事業所の待期者（直前に

旧基金の加入員の資格を喪失したときに加入していた事業所が当該減少事業所

である待期者とする。）の数に、１３１，０００円を乗じて得た額 

ハ 発足時掛金計算基準日における当該減少となる実施事業所の受給者（旧基金

の受給権を取得したときの直前に加入していた事業所が当該減少事業所である

受給者とする。）の数に、４４，４００円を乗じて得た額 
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附則別表第１ 

 

生年月日別支給開始年齢 

男 子 女 子 
支給開始 

年齢 

昭和 28年 4月 1日までに生まれた

者 

昭和 33年 4月 1日までに生まれた

者 
６０歳 

昭和 28年 4月 2日から昭和 30年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 33年 4月 2日から昭和 35年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６１歳 

昭和 30年 4月 2日から昭和 32年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 35年 4月 2日から昭和 37年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６２歳 

昭和 32年 4月 2日から昭和 34年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 37年 4月 2日から昭和 39年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６３歳 

昭和 34年 4月 2日から昭和 36年 4

月 1日までの間に生まれた者 

昭和 39年 4月 2日から昭和 41年 4

月 1日までの間に生まれた者 
６４歳 

昭和 36年 4月 2日以降に生まれた

者 

昭和 41年 4月 2日以降に生まれた

者 
６５歳 
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附則別表第２ 

 

５年確定年金給付乗率 

申出時年齢 
老齢厚生年金の支給開始年齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

 ６０歳以下 2.6547 2.4513 2.2600 2.0802 1.9112 1.7525 

６１歳 2.6050 2.6050 2.4017 2.2106 2.0310 1.8624 

６２ 2.5540 2.5540 2.5540 2.3508 2.1598 1.9805 

６３ 2.5013 2.5013 2.5013 2.5013 2.2981 2.1073 

６４ 2.4468 2.4468 2.4468 2.4468 2.4468 2.2437 

６５ 2.3904 2.3904 2.3904 2.3904 2.3904 2.3904 

６６ 2.3323 2.3323 2.3323 2.3323 2.3323 2.3323 

６７ 2.2725 2.2725 2.2725 2.2725 2.2725 2.2725 

６８ 2.2111 2.2111 2.2111 2.2111 2.2111 2.2111 

６９ 2.1480 2.1480 2.1480 2.1480 2.1480 2.1480 

７０ 2.0832 2.0832 2.0832 2.0832 2.0832 2.0832 

７１ 2.0167 2.0167 2.0167 2.0167 2.0167 2.0167 

７２ 1.9488 1.9488 1.9488 1.9488 1.9488 1.9488 

７３ 1.8797 1.8797 1.8797 1.8797 1.8797 1.8797 

７４ 1.8094 1.8094 1.8094 1.8094 1.8094 1.8094 

７５ 1.7385 1.7385 1.7385 1.7385 1.7385 1.7385 

７６ 1.6672 1.6672 1.6672 1.6672 1.6672 1.6672 

７７ 1.5959 1.5959 1.5959 1.5959 1.5959 1.5959 

７８ 1.5252 1.5252 1.5252 1.5252 1.5252 1.5252 

７９ 1.4553 1.4553 1.4553 1.4553 1.4553 1.4553 

８０ 1.3866 1.3866 1.3866 1.3866 1.3866 1.3866 

８１ 1.3191 1.3191 1.3191 1.3191 1.3191 1.3191 

８２ 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 

８３ 1.1878 1.1878 1.1878 1.1878 1.1878 1.1878 

８４ 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 

８５ 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 
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申出時年齢 
老齢厚生年金の支給開始年齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

８６歳 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 

８７ 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 

８８ 0.8973 0.8973 0.8973 0.8973 0.8973 0.8973 

８９ 0.8452 0.8452 0.8452 0.8452 0.8452 0.8452 

９０ 0.7952 0.7952 0.7952 0.7952 0.7952 0.7952 

９１ 0.7479 0.7479 0.7479 0.7479 0.7479 0.7479 

９２ 0.7033 0.7033 0.7033 0.7033 0.7033 0.7033 

９３ 0.6611 0.6611 0.6611 0.6611 0.6611 0.6611 

９４ 0.6210 0.6210 0.6210 0.6210 0.6210 0.6210 

９５ 0.5831 0.5831 0.5831 0.5831 0.5831 0.5831 

９６ 0.5472 0.5472 0.5472 0.5472 0.5472 0.5472 

９７ 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 

９８ 0.4814 0.4814 0.4814 0.4814 0.4814 0.4814 

９９ 0.4513 0.4513 0.4513 0.4513 0.4513 0.4513 

１００ 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 

１０１ 0.3965 0.3965 0.3965 0.3965 0.3965 0.3965 

１０２ 0.3716 0.3716 0.3716 0.3716 0.3716 0.3716 

１０３ 0.3483 0.3483 0.3483 0.3483 0.3483 0.3483 

１０４ 0.3264 0.3264 0.3264 0.3264 0.3264 0.3264 

１０５ 0.3059 0.3059 0.3059 0.3059 0.3059 0.3059 

１０６ 0.2864 0.2864 0.2864 0.2864 0.2864 0.2864 

１０７ 0.2675 0.2675 0.2675 0.2675 0.2675 0.2675 

１０８ 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 

１０９ 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 

１１０歳以上 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 

（注）年齢に１歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ歳Ｂ月の率＝Ａ歳の率＋{(Ａ＋１)歳の率－Ａ歳の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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附則別表第３ 

 

生年月日別給付乗率 

昭和 2年 4月 1日までに生まれた者 1,000分の 10.0 

昭和 2年 4月 2日から昭和 3年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.86 

昭和 3年 4月 2日から昭和 4年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.72 

昭和 4年 4月 2日から昭和 5年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.58 

昭和 5年 4月 2日から昭和 6年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.44 

昭和 6年 4月 2日から昭和 7年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.31 

昭和 7年 4月 2日から昭和 8年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.17 

昭和 8年 4月 2日から昭和 9年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.04 

昭和 9年 4月 2日から昭和 10年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.91 

昭和 10年 4月 2日から昭和 11年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.79 

昭和 11年 4月 2日から昭和 12年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.66 

昭和 12年 4月 2日から昭和 13年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.54 

昭和 13年 4月 2日から昭和 14年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.41 

昭和 14年 4月 2日から昭和 15年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 8.29 

昭和 15年 4月 2日から昭和 16年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.771 

昭和 16年 4月 2日から昭和 17年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.657 

昭和 17年 4月 2日から昭和 18年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.543 

昭和 18年 4月 2日から昭和 19年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.439 

昭和 19年 4月 2日から昭和 20年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.334 

昭和 20年 4月 2日から昭和 21年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 7.230 
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附則別表第４ 

 

生年月日別給付乗率 

昭和 2年 4月 1日までに生まれた者 1,000分の 10.00 

昭和 2年 4月 2日から昭和 3年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.86 

昭和 3年 4月 2日から昭和 4年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.72 

昭和 4年 4月 2日から昭和 5年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.58 

昭和 5年 4月 2日から昭和 6年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.44 

昭和 6年 4月 2日から昭和 7年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.31 

昭和 7年 4月 2日から昭和 8年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 9.17 

昭和 8年 4月 2日から昭和 9年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.954 

昭和 9年 4月 2日から昭和 10年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.854 

昭和 10年 4月 2日から昭和 11年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.762 

昭和 11年 4月 2日から昭和 12年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.662 

昭和 12年 4月 2日から昭和 13年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.569 

昭和 13年 4月 2日から昭和 14年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.469 

昭和 14年 4月 2日から昭和 15年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 6.377 

昭和 15年 4月 2日から昭和 16年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.978 

昭和 16年 4月 2日から昭和 17年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.890 

昭和 17年 4月 2日から昭和 18年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.802 

昭和 18年 4月 2日から昭和 19年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.722 

昭和 19年 4月 2日から昭和 20年 4月 1日間での間に生まれた者 1,000分の 5.642 

昭和 20年 4月 2日から昭和 21年 4月 1日までの間に生まれた者 1,000分の 5.562 
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附則別表第５ 

 

年齢別給付乗率 

申出時年齢 
老齢厚生年金の支給開始年齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

６０歳以下 0.0000 0.2034 0.3947 0.5745 0.7435 0.9021 

６１歳 0.0000 0.0000 0.2033 0.3944 0.5740 0.7426 

６２ 0.0000 0.0000 0.0000 0.2032 0.3942 0.5735 

６３ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2032 0.3940 

６４ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2031 

６５ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

（注）年齢に１歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ歳Ｂ月の率＝Ａ歳の率＋{(Ａ＋１)歳の率－Ａ歳の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 

 



 - 51 - 

附則別表第６ 

 

年齢別年金現価率                         （利率２．０％） 

年齢 率 年齢 率 

１５歳 １．９４９５ ４１歳 ３．２６２３ 

１６ １．９８８５ ４２ ３．３２７６ 

１７ ２．０２８３ ４３ ３．３９４１ 

１８ ２．０６８８ ４４ ３．４６２０ 

１９ ２．１１０２ ４５ ３．５３１３ 

２０ ２．１５２４ ４６ ３．６０１９ 

２１ ２．１９５５ ４７ ３．６７３９ 

２２ ２．２３９４ ４８ ３．７４７４ 

２３ ２．２８４２ ４９ ３．８２２３ 

２４ ２．３２９８ ５０ ３．８９８８ 

２５ ２．３７６４ ５１ ３．９７６８ 

２６ ２．４２４０ ５２ ４．０５６３ 

２７ ２．４７２４ ５３ ４．１３７４ 

２８ ２．５２１９ ５４ ４．２２０２ 

２９ ２．５７２３ ５５ ４．３０４６ 

３０ ２．６２３８ ５６ ４．３９０７ 

３１ ２．６７６２ ５７ ４．４７８５ 

３２ ２．７２９８ ５８ ４．５６８１ 

３３ ２．７８４４ ５９ ４．６５９４ 

３４ ２．８４０１ ６０ ４．７５２６ 

３５ ２．８９６９ ６１ ４．７５２６ 

３６ ２．９５４８ ６２ ４．７５２６ 

３７ ３．０１３９ ６３ ４．７５２６ 

３８ ３．０７４２ ６４ ４．７５２６ 

３９ ３．１３５７ ６５ ４．７５２６ 

４０ ３．１９８４   

（注）年齢に１歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ歳Ｂ月の率＝Ａ歳の率＋｛（Ａ＋１）歳の率－Ａ歳の率 ｝×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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附則別表第７ 
 

残余期間別年金現価率    （利率２．０％） 

残余期間 率 

５年 ４．７５２６ 

４ ３．８３９３ 

３ ２．９０７８ 

２ １．９５７７ 

１ ０．９８８５ 

０ ０．００００ 

（注）残余期間に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 
Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋｛（Ａ＋１）年の率－Ａ年の率 ｝×Ｂ÷１２ 
（小数点以下第５位四捨五入） 
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附則別表第８ 

 

移行時の仮想個人勘定残高の算定に使用する給付額 

加入員期間 給付額 
０年      ０円 
１  ８，５００ 
２ １７，０１０ 
３ ２５，５１０ 

（注）加入員期間に１年未満の端数が生じたときの額は、次式による。 
Ａ年Ｂ月の額＝Ａ年の額＋{(Ａ＋１)年の額－Ａ年の額}×Ｂ÷１２ 

（１０円未満の端数は１０円に切り上げ） 
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附則 

（施行期日） 

 この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

 この規約は、平成３０年５月１日から施行する。 

 

  

 

附則 

（施行期日） 

第 1 条 この規約は、令和２年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

  

 

（選定代議員の定数に関する経過措置） 

第２条 第７条の規定にかかわらず、施行日から令和２年５月２９日までの選定代

議員の定数については、なお従前の例による。 

 

（選定代議員の選定に関する経過措置） 

第３条 第１４条第３項の規定にかかわらず、施行日から令和２年５月２９日まで

の間に同条第２項に該当したときの選定代議員の選定については、なお従前の例

による。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、届出の日から施行し、令和２年４月２７日から適用する。 

  

 

 

附則  

（施行期日） 

この規約は、令和２年５月３０日から施行する。 

  

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、令和３年９月１日から施行する。 
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附則 

（施行期日） 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第７１条の２の規定は、令和

６年１２月１日から施行する。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、令和４年５月１日から施行する。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、令和５年９月１日から施行する。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、令和５年９月２０日から施行し、令和５年９月１９日より適用する。。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は、令和６年１月２５日から施行する 
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別表第２ 

 

年金現価率          （利率２．０％） 

残余保証期間 率 

 ２０年 １６．４８７２ 

１９ １５．８０８６ 

１８ １５．１１６５ 

１７ １４．４１０５ 

１６ １３．６９０４ 

１５ １２．９５５９ 

１４ １２．２０６８ 

１３ １１．４４２６ 

１２ １０．６６３１ 

１１  ９．８６８１ 

１０  ９．０５７２ 

 ９  ８．２３００ 

 ８  ７．３８６３ 

 ７  ６．５２５７ 

 ６  ５．６４７９ 

 ５  ４．７５２６ 

 ４  ３．８３９３ 

 ３  ２．９０７８ 

 ２  １．９５７７ 

 １  ０．９８８５ 

 ０  ０．００００ 

（注）残余保証期間に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋{(Ａ＋１)年の率－Ａ年の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第５位四捨五入） 
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別表第３ 
 
残余償却年数別年金現価率      （利率２．０％） 

残余償却年数 率 

  ０年  ０．０００００ 

 １  ０．９９０２０ 

 ２  １．９６０９８ 

 ３  ２．９１２７２ 

 ４  ３．８４５８１ 

 ５  ４．７６０５９ 

 ６  ５．６５７４５ 

 ７  ６．５３６７１ 

 ８  ７．３９８７４ 

 ９  ８．２４３８６ 

１０  ９．０７２４１ 

１１  ９．８８４７２ 

１２ １０．６８１０９ 

１３ １１．４６１８６ 

１４ １２．２２７３１ 

１５ １２．９７７７６ 

１６ １３．７１３４９ 

１７ １４．４３４７９ 

１８ １５．１４１９５ 

１９ １５．８３５２５ 

２０ １６．５１４９５ 

（注）残余償却年数に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋{(Ａ＋１)年の率－Ａ年の率}×Ｂ÷１２ 

（小数点以下第６位四捨五入） 
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